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「やまぐち子ども・子育て応援プラン」の策定について 

 

１ 策定の趣旨 
現行の「やまぐち子ども・子育て応援プラン」（H27～R1）が今年度末で終

期を迎えることから、県の子育て支援・少子化対策を総合的、計画的に推進す
るための次期基本方針を策定 

２ 計画の位置付け 
  子育て文化創造条例第１２条に基づく計画（必置） 
    子ども・子育て支援法第６２条に基づく計画（必置） 

次世代育成支援対策推進法第９条に基づく計画（任意） 
  やまぐち維新プランの分野別計画   

３ 計画期間 
令和２年度から令和６年度まで（５年間） 

４ パブリック・コメント（R1.12.23～R2.1.22）の結果 
  計画の基本的な考え方を変更する内容のものはなかった 

 (1) 意見の件数 ２３件 
意見の内容 件数 

①施策の内容等に関するもの ３ 

②数値目標（ＫＰＩ）に関するもの ４ 

③表記の方法等に関するもの ６ 

④パブコメの実施方法に関するもの １０ 

計 ２３ 

 (2) 主な意見の内容 
  ○ 結婚支援などの取組について、記載内容を充実してほしい。 
  ○ 本文への記述があるにも関わらず数値目標がないものについて、できる

だけ数値目標として設定してほしい。 
○ 用語解説への掲載語句の再精査をお願いしたい。   

５ 素案からの変更点 
  パブリック・コメント等を踏まえ、項目の追加や記載内容の充実を図った。 

○ 今後の取組内容について、結婚応縁センターのマッチングシステムの強
化などについて具体的に記載した。 

○ 数値目標について、新たに項目を追加した。 

[追加項目] 
 まちかどネウボラ認定数 
 コミュニティ・スクール関係 

・大学・企業等と連携して地域の課題解決に取り組んだ高校等の割合 

・近隣のコミュニティ・スクールと連携した総合支援学校数 

○ 用語解説の充実や写真・イラストの掲載、西暦・和暦の併記など、県民
の方にわかりやすい計画となるように工夫を行った。 
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６ 策定内容 

 (1) 基本目標 

     社会全体で子どもと子育てを支える「みんなで子育て応援山口県」推進 

 (2) 計画の概要 

   ライフステージに応じた支援を中心とした６つの柱に基づき取組を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 やまぐち結婚応縁センターを中心とした支援による出会いの機会の提供

や、若者の安定した雇用への支援の充実 

○ 結婚に向けた支援策の充実 
○ ライフデザイン構築のための支援 
○ 若者の安定した雇用に向けた支援 

 

 「やまぐち版ネウボラ」を中心とした支援による妊娠期から出産期までの

支援、母子保健対策の推進 

○ 妊娠期からの切れ目ない支援 
○ 健康な体づくり・母子保健対策の充実 
○ 不妊に悩む人への支援 
○ 周産期医療の充実 

Ⅰ 結婚の希望を叶えるための支援 

Ⅱ 妊娠・出産の希望を叶えるための支援 

 幼児教育・保育の無償化の円滑な実施に向けた取組や、多様なニーズに応

じた支援の充実により、子どもの健やかな成長に向けた支援を推進 

○ 子育て家庭の負担軽減 
○ 幼児教育・保育の充実 
○ 多様なニーズに応じた子育て支援 
○ 子どもの健康づくり 
○ 教育環境の整備 

Ⅲ 安心して子育てできる環境づくり 

 長時間労働の是正やテレワーク等の柔軟な働き方の導入促進等の働き方
改革の推進、男性の家事・育児参画の促進 
○ 仕事と子育ての両立に向けた支援 
○ 男性の家事・育児参画の推進 

Ⅳ 働き方改革の推進 

 地域・企業・団体等の多様な担い手により社会全体で子どもと子育て家庭
を支えるとともに、子どもの安全確保を図る 
○ 地域・企業・団体の連携による支援 
○ 多様な担い手による子育て支援 
○ 子どもと子育てにやさしい風土づくり 
○ 子どもの安全確保 

Ⅴ 子どもと子育てにやさしい社会づくり 
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(3) 数値目標 

  「やまぐち維新プラン」等との整合を図りながら、６３の数値目標を設定 

 ＜指標の例＞ 
項目 Ｈ３０ Ｒ６ 

やまぐち結婚応縁センターの引き合わせ実施数（累計） 5,139件 14,000件 

学校内子育てひろばの設置校数 65校(R1) 75校 

まちかどネウボラ認定数 51箇所 100箇所 

育児休業取得率（男性） 4.86% 17.0% 

里親委託率 20.4% 33.3% 
 
７ 教育・保育の確保方策等 

 (1) 幼児期の学校教育・保育の量の見込みと確保方策 

   各市町がニーズ調査を実施して策定する市町村子ども・子育て支援事業

計画をとりまとめて県計画とする。 

区 分 
H30年度実績 R2年度 R6年度 

教育 保育 教育 
保育 

教育 
保育 

３～５歳 ０～２歳 ３～５歳 ０～２歳 

①量の見込み 

（潜在ニーズ含む） 

 
 
12,792 

 
 
28,131 

11,565 
29,947 

9,814 
27,941 

18,492 11,455 16,595 11,346 

②確保方策 

（施設利用定員） 
15,027 

31,973 
14,328 

32,358 

19,907 12,066 19,838 12,520 

② － ① － － 3,462 
2,026 

4,514 
4,417 

1,415 611 3,243 1,174 

 (2) 認定こども園の目標設置数 
○ 施設の移行希望や市町の教育・保育の供給体制の確保の内容を踏まえ、

県全体で目標設置数を３１か所とした。 

 

(3) 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者の必要見込数 

   ○ 計画期間を通じて安定的に保育等人材を確保するため、新卒者の県内

就職促進、潜在保育士等の復帰支援、更なる処遇改善等による離職防止

対策の取組が必要。 

 本人の努力の及ばないところで将来が閉ざされてしまわないように、児

童虐待防止対策の推進等、困難な環境にある子どもへの支援の充実を図る 

○ 児童虐待防止対策の推進 
○ 社会的養育の推進 
○ 子どもの貧困対策 
○ ひとり親家庭への支援 

（在園児数） 

Ⅵ 困難を有する子どもへの支援 
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＜保育等人材の必要見込数＞ 

区  分 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

保育教諭 979 1,057 1,108 1,108 1,108 

保 育 士 4,069 4,069 4,120 4,123 4,121 

幼稚園教諭 630 612 579 579 578 

  ※国が提供した試算方法により算出 
 

(4) 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な

市町との連携 

○ 特定子ども・子育て支援施設等に係る情報を共有するとともに、立入 

調査への立会を求めるなど、市町との更なる連携を推進する。 
 

８ 計画の推進 

(1) 計画の推進体制 

国や市町をはじめ、県民、事業者、民間団体等と相互に連携・協力し、子

育て支援・少子化対策の施策の着実な推進を図る。 

(2) 進行管理 

大学、子育て、教育、保育などの関係機関・団体等で構成される「山口県

子育て文化審議会」において、計画の点検・評価を実施する。 

 
９ 策定経過等 
  令和元年１１月  子育て文化審議会  （素案審議） 
      １２月  県議会環境福祉委員会（素案報告） 

令和２年 ２月  子育て文化審議会  （最終案審議） 
         ３月   県議会環境福祉委員会（最終案報告） 
            新プラン策定・公表 
 


